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第５２号議案 

 

 

   平成２６年度島原市立中学校部活動外部指導者の追加委嘱について 

 

 

   島原市立中学校部活動外部指導者に下記の者を追加委嘱する。 

 

 

記 

 

 

（第二中学校） 

 

部   名 

 

氏 名 

 

性別 

 

年齢 

 

住  所 

 

備考 

 

水  泳 

 

 

廣瀬 健治 

 

 

男 

 

   

追加 

 

 

 

 

 

 

      平成２６年７月４日 提出 

 

                                      島原市教育委員会 

                     教育長 宮 原 照 彦 

 

    提案理由 

 

 島原市立中学校部活動外部指導者に関する規則第５条及び第７条により、指導者

に委嘱しようとするものである。 





平成２６年７月４日現在
学   校   名 部 名 氏    名 性別 年齢 住        所 新規・継続

1 武 次 亮 太 男 継続

2 荒 川 浩 一 男 継続

3 剣道（男） 本 多 幸 治 男 継続

4 太 田 清 敏 男 継続

5 中 村 壽 文 男 継続

6 徳 永 清 己 男 継続

7 徳 永 清 男 継続

8 バレーボール（女） 黒 岩 洋 史 男 継続

9 陸　上 寺 田 悠 貴 男 継続

10 土 本 富 三 幸 男 継続

11 野 島 翼 男 継続

12 林 田 行 弘 男 継続

13 山 本 寛 一 郎 男 継続

14 原 田 佳 幸 男 継続

15 ソフトテニス（女） 内 藤 賢 裕 男 継続

16 ブラスバンド 岡 崎 和 興 男 継続

17 バスケットボール（男） 松 﨑 将 治 男 継続

18 バスケットボール（女） 宇 土 宏 男 継続

19 バレーボール（女） 高 木 清 治 男 継続

20 ソフトテニス（男） 山 本 達 一 男 継続

21 ソフトテニス（女） 珠 林 成 子 女 継続

22 サッカー 石 本 幸 紀 男 継続

23 高 田 悦 成 男 継続

24 笹 田 浩 司 男 継続

25 剣　　道 鈴 木 智 詞 男 継続

26 水　　泳 廣 瀬 健 治 男 新　　　　規

27 陸　　上 一 ノ 瀬 英 治 男 継続

28 吉 田 信 人 男 継続

29 白 井 浩 二 男 継続

30 サッカー 園 田 雅 彦 男 継続

31 森 永 敏 夫 男 継続

32 松 尾 和 彦 男 継続

33 バレーボール（女） 平 坂 憲 吾 男 継続

34 ソフトテニス（男） 永 田 栄 治 男 継続

35 卓　球（女） 入 江 輝 之 男 継続

36 中 村 博 喜 男 継続

37 松 﨑 昭 彦 男 継続

38 松 下 範 行 男 継続

39 吉 田 章 男 継続

40 福 島 真 一 男 継続

41 柔　　道 下 田 文 男 男 継続

42 ソフトボール 小 笹 清 子 女 継続

43 大 津 崇 嗣 男 継続

44 橋 口 真 吾 男 継続

45 ソフトテニス（女） 森 川 香 里 女 継続

46 バレーボール（女） 村 川 美 智 子 女 継続

47 小 森 慎 司 男 継続

48 荒 木 洋 之 男 継続

49 吹 奏 楽 本 多 邦 年 男 継続

50 金 子 一 雄 男 継続

51 宇 土 靖 男 継続

52 ソフトテニス（男） 荒 木 義 文 男 継続

53 ソフトテニス（女） 大 川 エ ミ 女 継続

54 松 本 恒 一 男 継続

55 太 田 優 男 継続

56 吉 田 祐 一 男 継続

57 バスケットボール（男） 林 田 靖 仁 男 継続

58 バスケットボール（女） 尾 崎 正 祥 男 継続

59 吉 本 義 博 男 継続

60 坂 上 敏 樹 男 継続

61 吉 本 大 起 男 継続

62 小 林 真 澄 男 継続

63 宇 土 将 輝 男 継続

64 宮 本 昂 遼 男 継続

65 剣　　道 前 田 英 幸 男 継続

66 堀 川 和 徳 男 継続

67 堀 川 耕 平 男 継続

68 竹 田 宗 晴 男 継続

69 加 藤 寛 也 男 継続
水　　泳

島原市立三会中学校

野　　球

ソフトテニス（男）

サッカー

島原市立有明中学校

野　　 球

バレーボール（男）

陸　　上

サッカー

柔　　道

島原市立第二中学校
柔　　道

野　　球

島原市立第三中学校

野　　球

ソフトテニス（女）

平成２６年度　島原市中学校部活動外部指導者一覧表（案）

島原市立第一中学校

野　　球

剣道（女）

卓　球

サッカー

ソフトテニス（男）

 ８
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第５３号議案 

   島原市立公民館運営審議会委員の委嘱について 

 島原市立公民館運営審議会委員に、次の者を委嘱する。 

氏名 住所（職場等） 
年

齢 

年

数 
備考 

規則第2条 

の分類 

野口  一徳   
 1 校長会代表  

学校教育の  

関係者  

岡野  千春   

 1 
公民館利用者  

島一中こころの相談員  

家庭教育の  

向 上 に 資 す る

活動を行う者  

上田  すず子   
 10 

公民館利用者  

湯江小学校学習支援員  

学校教育の  

関係者  

荒木  智子   

 10 公民館利用者  

家庭教育の  

向 上 に 資 す る

活動を行う者  

宮﨑  哲雄   
 4 

三会公民館運営委員長  

三会地区町内会連絡協議会長  

社会教育の  

関係者  

本多  義徳   
 0 

杉谷公民館運営委員長  

杉谷地区町内会連絡協議会長  

社会教育の  

関係者  

小川  澄子   
 0 

森岳公民館運営委員長  

森岳婦人会長  

社会教育の  

関係者  

大隅  謙一郎   
 1 

霊丘公民館運営委員長  

霊丘地区町内会連絡協議会長  

学識経験の  

ある者  

永門  重明   
 9 白山公民館運営委員長  

社会教育の  

関係者  

大場  安廣   
 3 

安中公民館運営委員長  

安中地区青少年健全育成協議会長  

社会教育の  

関係者  

宮崎  善金   
 8 

有明公民館運営委員長  

有明地区青少年育成会議会長  

学識経験の  

ある者  

（任期：平成26年4月1日から平成27年3月31日） 

   平成２６年７月４日提出 

                  島原市教育委員会 

                  教育長 宮原 照彦 

提案理由 

 島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例第４条の規定により委嘱しよう

とするものである。
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（参考） 

島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例(抄） 

 

 （公民館運営審議会） 

第４条 公民館に、公民館運営審議会（以下「運営審議会」という。）

を置く。 

２ 前項に規定する運営審議会の委員の定数は、12人以内とする。 

３ 委員の任期は、１年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 
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第５４号議案 

 

   島原市少年センター運営協議会委員の委嘱について 

 

 島原市少年センター運営協議会委員に、次の者を委嘱する。 

氏名 住所（職場等） 年齢 年数 備考 

田上 利治   10 三会地区青少協会長 

堀川 邦夫   4 杉谷地区青少協会長 

本多 美博   0 森岳地区青少協副会長 

豊田 芳明   2 霊丘地区青少協会長 

本多 平治   0 白山地区青少協会長 

大場 安廣   2 安中地区青少協会長 

宮崎 善金   6 有明地区青少年育成会議会長 

寺田 集施   1 教育次長 

川口 尚登   0 生活安全課長 

益田 正   3 島原市校長会代表 

山本 昇   0 島原地区学校警察連絡協会長 

松本 正弘   2 島原市少年ｾﾝﾀｰ補導委員協議会会長 

長池 恭子   0 島原市交通安全母の会代表 

小鉢 博子   3 島原市主任児童委員代表 

（任期：平成 26年 4月 1日から平成 28年 3月 31日） 

   

 平成２６年７月４日提出 

 

                   島原市教育委員会 

                   教育長 宮原 照彦 

 

 

提案理由 

 島原市少年センター運営協議会条例第３条の規定により、委員１４名について委嘱しようと

するものである。 
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（参考）  

○島原市少年センター運営協議会条例（抄）  

（組織）  

第３条  協議会は、委員 14人以内で組織する。  

２  委員は、次の各号に掲げる者について、教育委員会が委嘱又は任命

する。  

(１ ) 学識経験者  ６人以内  

(２ ) 市職員  １人  

(３ ) 青少年関係機関の職員  ７人以内  

３  前項第１号につき委嘱された委員の任期は、２年とする。  

４  その職にあるため委員になった者の任期は、その在職期間中とする。 

５  委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。  

６  委員は、再任されることができる。  

 




